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県畜産振興実施計画の概要（その３） 

畜産物流通・家畜衛生・資金対策 
流通対策 

 農林省の畜産物の需給見とおしをもとに、新た

につぎのような需給計画を立てている 

岡山県需給見通し 

 将来の県民の所得と生活水準の向上、さらに県

南広域都市などによって県内の畜産物の需要増

加は、昭和 35年に比較して牛乳 4.0 倍、食肉 4.6

倍、鶏卵 2.6 倍の増大が見込まれる。さらに県産

畜産物の消費地である京阪神地域での需要増に

ついても地の利を得ており見通しは明るい。 

 

品目別の需給計画 

【生 乳】 

 県内の年間生乳生産量を31万6,000トンと基準年

（36 年）の 5.4 倍に高め、総集乳量では、県内 29

万 2,000 トン、県外からの移入 29万 8,000 トン、約

490％の伸びとなる。 

 これに対して需要は、飲用向牛乳 11万 6,000 トン

で４倍に、県内での加工向消費量は８万トンと 3.1

倍を見込んでいる。 

 なお県外出荷は、阪神地域へ主として飲用向原料

乳として出荷計画をたて、市場の開拓を図る。大阪

府への出荷は計画年次において、10万 2,000 トン（総

移入量見込量に対する 23％）を計画している。 

【食 肉】 

 食肉の生産は基本年次の 8,400 トンに対し、約 2.6

倍の３万 200 トンに引き上げ、その構成比において

は現在より牛肉が減尐し、豚肉・鶏肉の比重が大幅

に増加して、牛 36％、豚 35％、鶏 28％と、この３者

でほぼ３分する生産となる。これに対して県内の食

肉消費の見とおしは 4,400 トンに対し 2.8 倍の１万

2,200 トンを見込み、その消費構成は豚肉が中ばを占

める 49％、牛肉 23％、鶏肉 26％となるとみている。 

 

 なお県内での加工肉製品の消費増加とともに乳用

牛および廃鶏の生産増大の対策として、県内への肉

加工業の誘致や、阪神消費地域での市場の確保によ

って流通の合理化をはかることにしている。また計

画年次においては大阪府の食肉移入量の 15％を供給

する。 



岡山畜産便り 1963.10 

【鶏 卵】 

 計画年次の生産を現在の３万 2,300 トンから 2.9

倍の９万 3,400 トン伸ばす。そしてそのうち県内消

費に２万 7,700 トンを、県外へは阪神地域を主に

70％の６万 5,600 トンを移出する。 

【家 畜】 

 現在の３万 3,100 頭から、目標年次には６万頭と

1.8 倍の伸びを計画している。これに対して県外への

移出は、１万 6,100 頭を見込んでおり、これは県内

の肉用牛（和牛）資源確保のために、現在より約 5,000

頭の減尐となる。 

ひ な 

 採卵用雌ひなの生産は、761 万羽から 1,650 万羽と

2.2 倍に、またひな生産県としての、県外への移出羽

数では、現在の 518 万羽から 1.8 倍の 941 万羽を見

込んでいる。このほか肉用鶏素びな生産も現在の 5.8

倍の 900 万羽と大幅な伸びが考えられ、県外移出は

３倍の 300 万羽程度になると見込まれる。 

流通機構の整備 

 流通の合理化は農家所得の確保や、消費者価格を

決める重要なポイントとなるそれにはまず畜産主産

地を作り上げ、零細な生産単位を拡大して経済的な

取引単位にするとともに、不合理な取引慣行を改善

して正しい価格形成が行なわれなければならない。 

 そのためには生産者団体の共販体制の強化ととも

に、流通施設整備その他による中間経費の節減、大

量化と品質および規格の統一、計画出荷による市場

操作等によって価格安定に努めると同時に市場の開

拓を図っていくこととしている。 

 主な品目別の機構整備については、概要つぎのと

おり進めていくことにしている。 

【生 乳】 

１、生産者組織を強化して計画的生産出荷を行なう

とともに、乳価格付けの主体制を確保して文書契

約による長期安定取引体制を確保する。集送乳組

織を一体化し、乳価はすべて工場渡し価格とする。 

２、流通機構については小型集乳所の再編整備によ

る経費の節減と品質低下の防止、生産者団体によ

る集送乳施設（クーラーステーション、タンクロ

ーリー、集乳車）の保有と生産、販売の計画化に

よって合理化を図り市場性を高める。また公営機

関による生乳の格付け検査。乳製品調整工場の設

置、学校給食、集団飲用の促進、牛乳販売機構改

善による中間経費の節減、牛乳乳製品の消費拡大

に努める。 

【肉 畜】 

１、生産者団体による共販体制の確立をはかる。そ

のため共同購入、販売を積極的に助長するほか、

取引改善、技術指導を促進する。 

１、生産者組織の充実強化によって取引慣行を改善

し、県営食肉市場の全面利用を促進する。肉加工

業の誘致ならびに処理場の設置により食肉の流通

合理化をはかる。 

【卵】 

２、養鶏団体を設立して、技術指導、品質改善を含

め、生産から流通にいたるまでの一貫した推進の

ため事業を行ない、生産と流通の合理化を図る。

さらに市場調査とともに計画的な生産出荷調整を

行なう。 

２、取引慣行の改善とともに集荷施設を整備し、共

販体制を強化する。価格安定基金制度を設けて、

生産意欲の向上と流通の合理化をはかる。 

【家 畜】 

１、生産者団体の共同購入、販売事業を助長し共販

体制を確立する。 

２、家畜市場の再編整備による市場取引規模の拡大

とともに、市場開設および出荷の計画化、規模の

統一など市場取引の近代化を通じて、適正価格の

よる流通の円滑化をはかる。 

衛生対策 

 今後多頭羽飼養による主産地化の普及にともなっ
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て、廃用家畜の増加や、家畜移動が頻繁になるため

に伝染病の発生が当然予想される。そこでこれらの

対策としては、家畜共済制度の確立とともに家畜保

健衛生所の再編整備を行ない、保健衛生所本来の使

命としての家畜予防衛生に重点を置いて、家畜の損

耗防止を図ることにしている。 

 衛生対策についてはつぎの４項目に別れて計画し

ている。 

家畜防疫計画 

①畜産主産地との関連で家畜保健衛生所の再編整備

をはかり、業務の内容の重点を防疫と一般家畜衛生

におく。②伝染病まん延防止のための検査と、予防

注射を徹底し、発生畜舎等の消毒を厳重に行なう。

③伝染病の早期発見と予防措置を講ずるための情報

組織網を確立する。④疾病の早期診断のため家畜衛

生試験場を設置して家畜衛生および伝染病の防あつ

対策に万全を期する。⑤将来大規模な緊急防疫の必

要が予想されるので機動力を充実する。 

予防衛生計画 

①とくに発生しやすい流行性感冒、豚コレラ、流行

性脳炎等の予防注射を徹底する。②とくに寄生虫、

栄養繁殖障害、一般健康検査を徹底する。③各種広

報誌、報道機関を通じての家畜衛生思想の普及向上、

指導者への衛生技術の研修を実施する。④多頭羽数

集団飼養の進展にともなう人畜の環境衛生対策とし

て、環境衛生指導員を養成する。⑤省力管理のため

に放牧利用する牧野への「ヘリコプターによるダニ

防除」実施等放牧衛生の徹底をはかる。 

家畜診療対策 

①家畜保健衛生所は現在家畜診療の 21％程度を分担

し、家畜の損耗防止に大きく貢献しているが、防疫、

衛生面の重要度の増大から、昭和 40 年を目標に家畜

診療業務の民間診療両機関への移譲をはかる。 

②獣医技術の進展にともない岡山県獣医師会を中心

に講習会、研修会等により技術の向上をはかる。 

家畜人工授精 

①メインセンターに精液銀行を設置して精液の流通

合理化を図るとともにサブセンターの機能の充実を

図る。②県営の人工授精業務は漸次民間に移譲する

方針である。 

 

資金対策 

 畜産経営を近代化し、

選択的拡大をはかって

行くには、土地基盤整備、

農業近代施設の拡充等

が必要となり、そのため

には資金を総合的な考

えのもとに必要な部分

に集中して投入し、効果

を高めていかなければ

ならない。 

 これらの資金の対策

としてはつぎの方針で

実施をはかることにし

ている。 

行政資金の導入 

 現在の農村の経営基

盤では短期間で資本装備を充実することが困難なた

め、次の３点について行政資金の投入を重点的にす

すめる。 

①まずこの計画を達成するに必要な県の行政指導、

研究機関を充実し、合理的な県政を推進する。②必

要部門についての補助事業は重点的にまた総合的に

行ない、零細補助は整備して効率的な運用をはかる。

③生産性の低い畜産経営を安定させるための利子補

給を行なう。 

融資金のあっ旋 

 政府資金を原資とする融資制度の確立によって、

特に資本の回転の遅い酪農経営および肉用牛（繁殖）

経営に対して長期、低利資金貸付けし、経営の基幹

としての畜産を育成する。 

 資本回転の早い肉畜および養鶏には、農協系統資

金を原資とする長・中期資金の農業近代化資金制度

および中・短期営農資金制度の利用をはかる。 


